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広島市自転車等放置防止対策業務基本仕様書 

  

１ 業務概要 

受注者は、駐車駐輪指導業務、撤去運搬業務及び自転車等保管所管理運営等業務を本仕様書によ

り実施するものとする。なお、この仕様書で使用する用語の定義は「広島市自転車等の放置の防止

に関する条例（昭和６０年広島市条例第９８号。以下「条例」という。）」及び「広島市違法駐車等

の防止に関する条例（平成６年広島市条例第６号）」によるものとする。 

 

２ 契約期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 業務開始日 

  令和６年４月１日から 

 

４ 業務内容 

⑴ 駐車駐輪指導業務 

ア 実施場所 

  実施場所は下表（対象区域は別紙平面図のとおり）及び発注者が規制区域外で別途指定する

場所とする。 

区 分 所在区 規制区域等の名称等 

① 
紙屋町・八丁堀 

周辺地区 
広島市中区 

紙屋町・八丁堀周辺自転車等放置規制区域の一部 

（約１２１．６ｈａ） 

※違法駐車等防止重点地域（以下「重点地域」と

いう。）を含む。 

② 
国泰寺町・大手町 

周辺地区 
広島市中区 

紙屋町・八丁堀周辺自転車等放置規制区域の一部 

（約４３．９ｈａ） 

③ 新白島駅周辺地区 広島市中区 
新白島駅周辺自転車等放置規制区域 

（約１０．３ｈａ） 

④ 広島駅周辺地区 
広島市東区 

広島駅周辺自転車等放置規制区域 

（約６０．１ｈａ） 
広島市南区 

⑤ 稲荷町周辺地区 広島市南区 

⑥ 横川駅周辺地区 広島市西区 
横川駅周辺自転車等放置規制区域 

（約１５．２ｈａ） 

⑦ 西広島駅周辺地区 広島市西区 
西広島駅周辺自転車等放置規制区域 

（約１１．５ｈａ） 

⑧ 矢野駅周辺地区 広島市安芸区 
矢野駅周辺自転車等放置規制区域 

（約１０．１ｈａ） 

⑨ 五日市駅周辺地区 広島市佐伯区 
五日市駅周辺自転車等放置規制区域 

（約１７．６ｈａ） 

 

イ 実施内容 

    受注者の実施する業務の内容は次のとおりとする。なお、以下の(ｱ)～(ｴ)に示す業務を「駐

輪指導」、(ｵ)～(ｸ)に示す業務を「駐車指導」として行うものとする。 

(ｱ) 実施場所における自転車等利用者に対する放置防止指導及び駐輪場の利用誘導等 

ⅰ 路上等に放置されている自転車等の利用者が現にいる場合、発注者が提供する自転車等

放置規制区域及び駐輪場位置図（別紙チラシ）を手渡し、放置防止を直接呼びかけるとと

もに、駐輪場等への誘導を行う。特に、放置自転車等が多い場所又は発注者から特別に指

示のあった場所については、一定時間滞留（立哨）して新たな放置を予防するなど、適切

に対応すること。 

 



 

2  

  

  〔令和４年度の実施件数（年間）〕 

上記アの① １２，３１７件 

上記アの②～⑨  １，７２６件 

 

ⅱ 路上等に放置されている自転車等の利用者がいない場合、注意書を自転車等のハンドル

部など見えやすい位置に取り付け、点字ブロックにかかっているものや、通行上著しく支

障がある自転車等を整理整頓する。 

〔令和４年度の実施件数（年間）〕 

上記アの① ６７，２１３件 

上記アの②～⑨ ２６，９３７件 

ⅲ 放置自転車等の撤去作業に合わせて、適切に駐輪するよう指導を行う。 

ⅳ 指導時には、業務に支障のない範囲内で、二人乗り・並進の禁止や車道の左側走行など

自転車の安全利用に関するルール・マナーの遵守を呼びかける。 

ⅴ 長期間常態化している放置自転車等については、地図等に取りまとめの上報告する。 

(ｲ) 事業所等への訪問指導及び啓発活動 

事業所等（学校（学習塾等を含む。）、事業所、商店街、個人営業店、飲食店、宿泊施設

等）を訪問し、本市の放置防止対策の趣旨を説明するとともに、自転車の安全利用に関する

チラシ等を配布し、従業員や利用者等に対するルール・マナーの遵守を呼びかけるほか、駐

輪場の利用等も合わせて周知する。 

 〔１か月の実施件数：上記ア記載の地区ごとに２件以上（ただし、アの①については

２０件以上）とし、全体で５０件以上（必須）〕 

また、以下の点等に留意し、計画的な訪問等を行うよう努めること。 

① 周辺に放置が多い事業所等は、複数月訪問するなど継続的に訪問すること。 

② 新規開業の商店や観光客が多い宿泊施設等、自転車のルール・マナーがよく分か

らない利用者等（外国人を含む。）が多いと思われる事業所等は、優先して訪問する

こと。 

③ その他全体の駐輪指導業務を行うなかで収集した情報を基に効果的な訪問をする

こと。 

(ｳ) 規制区域等の自転車等の放置状況調査 

規制区域内及びその周辺における自転車等の放置状況を、毎月１回、原則として第３水曜

日に調査の上報告するものとする。なお、発注者から別途規制区域周辺（民間駐輪場を含

む。）の自転車等の放置状況の実態調査の依頼があった場合には実施時間の範囲内において

協力すること。 

(ｴ) 規制区域内における規制を周知する標識、看板及び路面標示の確認 

規制を周知する標識、看板及び路面標示を巡回時に確認し、破損や誤謬等があれば、地図

等（場合により写真を含む。）に取りまとめの上報告する。なお、発注者から別途現地確認

の依頼があった場合には実施時間の範囲内において協力すること。 

(ｵ) 重点地域内等における違法駐車等に対する防止指導 

ⅰ 違法駐車車両の運転者が現にいる場合、適切な場所への移動を直接呼びかけるととも

に、駐車場等への誘導を行う。特に、自転車走行空間又は発注者から特別に指示のあった

場所については、一定時間滞留（立哨）して新たな違法駐車を予防するなど、適切に対応

すること。 

  〔令和４年度の実施件数（年間）：２２０件〕 

ⅱ 常態化している違法駐車等については、地図等に取りまとめの上報告する。 

(ｶ) 重点地域周辺の自転車走行空間等における違法駐車等に対する防止指導 

(ｷ) 重点地域等の違法駐車等の状況調査 

重点地域内及びその周辺における違法駐車の状況を、毎月１回、原則として第３水曜日に

調査の上報告するものとする。なお、発注者から別途重点地域周辺の違法駐車の状況の実態

調査の依頼があった場合には実施時間の範囲内において協力すること。 
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(ｸ) 重点地域内における重点地域の指定を周知する標識の確認 

重点地域の指定を周知する標識を巡回時に確認し、破損や誤謬等があれば、地図等（場合

により写真を含む。）に取りまとめの上報告する。なお、発注者から別途現地確認の依頼が

あった場合には実施時間の範囲内において協力すること。 

(ｹ) その他業務の遂行に必要な事項 

 

ウ 実施方法等 

(ｱ) 実施方法 

業務実施は、下表の区分に応じ各地区ごとに行うこととする。ただし、夜間に撤去作業が

実施される日は、当日その地区において行うこととし、発注者が放置規制区域外で別途指定

する場所における業務実施を指示した場合には、実施時間の範囲内において、実施するこ

と。 

実施日数は、各年度４月１日から３月３１日までのうち２６０日とし、少なくとも一月あ

たり２０日以上の業務を行うこと。 

区 分 
標準実施 

時間(回) 

標準実施 

回数(月) 

標準配置 

人員(回) 
備 考 

① 
紙屋町・八丁堀 

周辺地区 
３時間 ３６回 ２人×３班以上 

実施時間及び

実施回数は、

放置状況の変

化等によって

変更する場合

がある。 

② 
国泰寺町・大手町 

周辺地区 
３時間 １６回 ２人以上 

③ 新白島駅周辺地区 ３時間 ６回 ２人以上 

④ 広島駅周辺地区 ３時間 ２０回 ２人以上 

⑤ 稲荷町周辺地区 ３時間 ８回 ２人以上 

⑥ 横川駅周辺地区 ３時間 ２０回 ２人以上 

⑦ 西広島駅周辺地区 ３時間 ４回 ２人以上 

⑧ 矢野駅周辺地区 ３時間 ６回 ２人以上 

⑨ 五日市駅周辺地区 ３時間 ６回 ２人以上 

(ｲ) 実施時間 

実施時間は、原則以下のいずれかとする。ただし、受注者からの申し出その他の理由によ

り、発注者が変更を認めた場合はこの限りでない。 

なお、任意の地区において一週あたり１回以上、③又は④の時間帯で実施するよう努める

こと。 

① 午前８時から午後４時までのうち６時間 

② 午前９時から午後５時までのうち６時間 

③ 午前１１時から午後７時までのうち６時間 

④ 正午から午後８時までのうち６時間（夜間に撤去作業が実施される日等の場合） 

 

エ 業務に必要な物品 

(ｱ) 発注者が提供する物品 

自転車の安全利用に関するチラシ、自転車等放置規制区域及び駐輪場位置図 

(ｲ) 受注者が準備する物品 

   注意書（別紙の例を参考）、被服、(ｱ)以外の受託業務に必要な物品 

 

⑵ 撤去運搬業務 

ア 実施内容 

(ｱ) 発注者の放置自転車等管理システム（以下「システム」という。）がインストールされた

タブレット端末を活用し、放置規制区域内又は放置規制区域外の公共の場所における放置自

転車等を撤去運搬すること。システムの改修が必要な場合は発注者において対応する。 

なお、放置規制区域において撤去する車両は、発注者が別に委託する係員の指示に従うこ

ととする。 
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(ｲ) その他発注者の指示する自転車等の移動 

(ｳ) 撤去又は移動した自転車等は、発注者が指定する場所まで運搬し、荷下ろしを行い、整頓

するものとする。 

(ｴ) 撤去又は移動した自転車等の台帳作成（システム入力） 

(ｵ) その他発注者が必要と認める業務 

 

イ 実施時間 

業務の実施時間帯は、１日８時間とし、実施時間区分は原則以下のとおりとする。ただし、

発注者が必要と認めるときは、発注者・受注者協議の上、時間を変更（夜間撤去を含む。）する

ことができる。 

(ｱ)  ８：３０～１２：３０ 

(ｲ) １３：３０～１７：３０ 

(ｳ) １６：００～２０：００（※夜間撤去を行う場合） 

 

ウ 業務に必要な物品及びトラック等 

(ｱ) 発注者が貸与する物品 

   システムがインストールされたタブレット端末２台 

(ｲ) 受注者が準備する物品 

広報用音声データ、トラック用横断幕、撤去警告札、撤去シール（路面貼付け用含む）、

ビデオカメラ、被服、(ｱ)以外の受託業務に必要な物品 

(ｳ) トラック等の予定台数 

年間で当該業務に使用するトラック及び自動二輪車撤去運搬用レッカー車の出動台数は次

のとおりとする。ただし、業務の実施状況によって多少の変更がある場合がある。 

ⅰ トラック   ３３６台 

ⅱ レッカー     ２台 

 

⑶ 自転車等保管所管理運営等業務 

 ア 実施場所及び実施時間等 

(ｱ) 実施場所 

広島市西部自転車等保管所（以下「保管所」という。） 

（所在地：広島市西区扇二丁目１番地、面積：１４，５５０㎡） 

(ｲ) 実施時間等 

 開所日 
年間従事日数 

（休所日） 

１日の要員配置時間 10:15～19:30 
・年間従事日数 

R6:339日 

R7:342日 

R8:341日 

・休所日 

国民の祝日に関する

法律第３条に規定され

ている休日及び年末年

始の休業日（12/29～

31,1/2～3） 

開所時間 10:30～19:00 

搬入業務時間 10:30～19:00 

返還業務時間 10:30～19:00 

夜間撤去日 
月２～３回 

21:00まで職員を配置すること 

売却日 
各月１回 

8:30に開所すること 

問合せ対応業務時間 10:30～19:00 

開所時間の前１５分の準備・始業点検及び後３０分の精算事務の時間を加算し、１日の要

員配置時間（勤務時間）とする。 
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【参考】令和４年度の広島市内における放置自転車等の保管、返還・処分の状況 

区分 台数 

撤去 6,973台 

返還 3,073台 

売却 629台 

譲与等 681台 

鉄くず処分 3,106台 

 

イ 実施内容 

(ｱ) 撤去自転車等の受入及び整理 

  ⅰ 撤去運搬係員が搬入する撤去自転車等を確認・受入し、当該自転車等にシステムから出

力する整理票を取り付けた上で撤去日・場所別等に区分し、所定の区画に整列させる。 

  ⅱ システムへ撤去場所・日時、車体番号、防犯登録番号、種別、色、写真等の必要な情報

を入力する。 

  ⅲ 撤去自転車等の情報を該当区役所維持管理課に連絡する。 

  ⅳ 閉所までに当日の撤去自転車等の受入れ台数と返還台数を加減して、保管台数の確認を

行いシステムと照合の上、撤去保管台帳（以下「台帳」という。）を作成する。 

  ⅴ このうち、自転車については、発注者が返還通知書を作成して当該所有者宛に発送し、

原動機付自転車と自動二輪車については、受注者が区維持管理課から提供される所有者情

報により返還通知書を作成し、当該所有者宛に発送すること。 

(ｲ) 撤去自転車等の保管及び問合せ対応 

  ⅰ 撤去自転車等の場内整理及び台数確認を行い、システムの台数と照合し、在庫管理を行

う。 

  ⅱ 発注者から自転車所有者照会のための現車確認を指示した場合は、適宜対応すること。 

  ⅲ 返還請求者などからの撤去自転車等に関する電話や来所による問合せに対応すること。 

  ⅳ 撤去自転車等はワイヤー等を掛け保管すること。 

  (ｳ) 撤去自転車等の返還 

ⅰ 保管所を訪れた返還請求者の身分確認を行い、鍵及び返還通知書（通知書を持参してい

ない場合は撤去日及び撤去場所等の聞き取り）を確認した上で、返還対象の自転車等を特

定し受付まで運搬する。鍵及び返還通知書を持参していない場合は、自転車等の形状等の

聞き取り及び身分証明書の確認により対応するものとし、詳細については発注者の指示に

従うこと。 

ⅱ 当該車両が返還請求のあった車両であることを本人に確認し、自転車等返還請求書（別

紙様式を参考）を交付する。 

ⅲ 自転車等返還請求書の記載内容を確認し、下記⑶ウに定める撤去保管費用を徴収の上、

該当車両を返還する。ただし、次の①から③の場合には撤去保管費用を徴収しない。 

① 盗難届を提出している利用者等が所管警察署の承認を得た場合 

② 障害者等が交通用具として使う自転車として認定した自転車（原動機付自転車を含

む。）である場合（認定シールが貼付されていないものも含む。） 

③ 市営（有料）駐輪場（以下「広島市自転車等駐車場」という。）、市営（無料）駐輪

場及び広島市中央駐車場内の長期滞在自転車等である場合 

ⅳ 広島市自転車等駐車場内又は広島市中央駐車場内の長期滞在自転車等の利用者等が引き

取りに来た際は、一時利用証兼領収証書等により利用者等であることを確認し、上記ⅰ～
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ⅱと同様の手順により未納の駐車料金（以下「利用料金」という。）を徴収の上、当該車

両を返還する。 

 

ウ 収納事務 

(ｱ) 撤去保管費用 

条例第１３条に掲げる撤去保管費用（以下「手数料」という。）の収納事務を「自転車等 

放置規制実施要領」に基づき行う。 

(ｲ) 広島市自転車等駐車場又は広島市中央駐車場の駐車料金 

保管所へ移動された広島市自転車等駐車場又は広島市中央駐車場内の長期滞在自転車、原

動機付自転車及び自動二輪車に係る利用料金について、広島市自転車等駐車場指定管理者及

び広島市中央駐車場指定管理者（以下「各指定管理者」という。）と利用料金の確認方法に

ついて協議の上、利用料金を徴収する。 

 

（参考）徴収の流れ 

・ 広島市自転車等駐車場又は広島市中央駐車場から長期滞在自転車等が保管所に移動され

たときは、各指定管理者の報告に基づき、利用料金を算定する。 

・ 移動された自転車等を台帳等により整理し、保管する。 

・ 利用料金は、長期滞在自転車等を利用者等に引き渡す際に徴収し、各指定管理者に引き

継ぐ。 

 

(ｳ) 手数料及び利用料金の収納 

受注者は、手数料及び利用料金（以下「手数料等」という。）を収納した時は、次の各号

に掲げるところにより処理しなければならない。 

ⅰ 手数料を収納したときは、当日分を取りまとめて、収納した日の翌日（この日が土曜

日、日曜日、休日その他金融機関が営業を行わない日又は受注者の所定の休日（以下「休

日等」という。）であるときは、これらの日後において、これらの日に最も近い日で休日

等でない日）までに、所定の納付書によって広島市指定金融機関又は広島市収納代理金融

機関に払い込むこと。 

ⅱ 上記ウ(ｲ)に該当する利用料金の収納については、別途、各指定管理者と引継ぎ方法につ

いて協議すること。 

ⅲ 手数料等を収納したときは、取り扱った現金を収納日計表に記入し、その収入を明らか

にすること。 

ⅳ 毎月１０日までに前月中に収納した手数料等の内容を示す計算書（月計表）を発注者に

提出すること。 

ⅴ 前各号に定めるもののほか、手数料等の収納事務の処理については、発注者の指示に従

うこと。 

 

エ 施設の維持修繕 

物品や保管所の日常的な修繕は受注者が負担すること。なお、保管所の新築、増改築及び改

修など大規模な修繕やシステムの維持補修（原因が受注者にあるものを除く。）は発注者が負担

する。 

 

オ 施設の清掃、利用調査等 

(ｱ) 保管所内清掃除草及び廃棄物（日常ごみを含む。）の処分 

(ｲ) 付属設備の保守点検 

(ｳ) 夜間警備 

(ｴ) 整理整頓 
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(ｵ) 消耗品等の補充 

(ｶ) その他保管所の管理に必要と認められる事項 

 

カ 売却業務 

条例第１２条第２項に基づく売却業務については次のとおり実施すること。 

(ｱ) 発注者は、保管自転車のうち売却対象とする範囲を撤去日により指定する。 

(ｲ) 受注者は、売却対象となる保管自転車を台帳及び実車から確認し、売却対象外の保管自転

車（広島市自転車等駐車場、市営（無料）駐輪場及び広島市中央駐車場内の長期滞在自転車

など）と分けて保管するとともに、発注者が別に指定する保管自転車の売却を実施する日

（以下「売却日」という。）の１０日前までに発注者に報告する。 

(ｳ) 受注者は売却日に発注者が開催する売却会場において監督を行い、発注者が売却した保管

自転車の買受者への引き渡しを手伝う。 

(ｴ) 受注者は、売却した保管自転車を台帳に記載する。 

(ｵ) 受注者は、買受者がいない保管自転車を発注者の指示により別途、一か所にまとめて保管

する。 

(ｶ) その他発注者が必要と認める業務 

 

  キ その他処分業務 

(ｱ) 発注者は、上記カ(ｵ)の保管自転車のうち、譲与対象となる保管自転車を公益財団法人広

島市シルバー人材センターに引き渡すこと。 

(ｲ) 受注者は、売却対象で買受者がおらず譲与対象にもならない保管自転車及び売却対象外の

保管自転車について、発注者の指示に従い、台数の確認等を行い、引取処分業者に引き渡す

こと。 

(ｳ) 受注者は、原動機付自転車等の処分について、発注者の指示に従い、対象車両の台数確認

を行い発注者に報告すること。 

(ｴ) その他発注者が必要と認める業務 

 

ク 保管台数定期確認 

９月末及び３月末の保管台数の実地確認（棚卸）を行い、システムの保管台数との照合を行

うとともに、発注者に報告すること。 

なお、保管台数が一致しない場合は、帳票等の再確認を行うとともに機械警備の状況と照合

の上、発注者に報告し、警察への連絡や被害届の提出などについて指示を受けること。 

 

ケ 受託業務実施にあたり必要な物品 

   (ｱ) 発注者が貸与する物品 

    ⅰ システムがインストールされたＰＣ端末１台（プリンター含まない）及びタブレット端

末１台、Wi-Fiルーター１個 

    ⅱ 保管所に備え付けている物品 

品名 数量 

ロッカー ２２ 

冷暖房機 ３ 

石油ストーブ ３ 

壁掛け扇風機 １ 

三脚スタンド式大型扇風機 １ 

電気冷蔵庫 ３ 
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電子レンジ ２ 

洗濯機 １ 

書類戸棚 ７ 

電話機 ２ 

事務机 ３ 

長机 ７ 

椅子 ２１ 

リヤカー １ 

      ※上記のほか、キッチン、簡易トイレ、倉庫等がある。 

    (ｲ) 受注者が準備する物品等 

     返還通知書（原動機付自転車、自動二輪車用）、自転車等返還請求書、領収書、つり銭、

撤去自転車等保管用ワイヤー、被服、収納日計表、計算書（月計表）、(ｱ)以外の受託業務

に必要な物品 

 

５ 啓発活動 

 上記４の業務以外に下記の啓発活動を実施すること。 

⑴ 受注者は、自転車等放置規制区域看板に「撤去自転車等照会」サイトの QRコードを貼付けるな

ど放置自転車等の返還率向上のため啓発活動を行うこと。 

⑵ 受注者は、市内中心部（本通、金座街、えびす通り等）における自転車利用者のマナー向上を

図り、歩行者が安心して通行できる安全・安心な道路交通環境を確保するため、広島市中心部自

転車マナーアップキャンペーンへ参加（自転車乗り入れ規制の啓発活動）することとし、毎月１

回、原則として１８日午後４時から午後５時の間、本通等のアーケード街において、発注者とと

もに自転車乗り入れ違反者に対する声かけ等を行い、自転車利用者のマナーアップを呼びかける

こと。 

 

６ 引継ぎについて 

⑴ 受注者は業務開始までの間に、前事業者からの業務引継ぎを受けること。 

 ⑵ 引継ぎ項目 

  ア システムの使用方法 

イ 駐車駐輪指導業務 

   (ｱ) 放置自転車等が多い場所の情報 

   (ｲ) 巡回ルート 

  ウ 撤去運搬業務 

   (ｱ) 巡回ルート 

   (ｲ) 撤去時のトラック停車位置 

   (ｳ) 撤去自転車等の運搬時の注意点 

  エ 保管所管理運営業務 

   (ｱ) 機械警備や水道光熱費等の施設管理に係る契約 

   (ｲ) 機械警備や保管所等の鍵（以下「鍵等」という。） 

   (ｳ) 保管所管理運営、返還手続き及び保管自転車等処分の手順 

オ 苦情、クレーム対応事例 

  カ その他業務に必要な項目 

 ⑶ 受注者は、契約期間の終期に先立ち、おおむね１か月の間、業務資料等によるほか、業務実施

場所において、発注者の指定する者に対して、実地による実務的な業務引継ぎを実施するものと

する。ただし、受注者が、契約期間後も引き続き、本業務を受注することとなった場合は、引継

ぎの実施を要しない。 



 

9  

  

７ 報告義務 

受注者は、次に掲げる事態が発生し、またはその恐れがある場合は、直ちにその状況を発注者に

報告し、発注者の指示を受けるものとする。 

ア 発注者が貸与した物品の全部又は一部が滅失、損傷又は亡失した場合 

イ 保管所の全部又は一部が損傷した場合 

ウ 保管所の全部または一部を休止する必要が生じた場合 

エ 保管所において事故が発生し、またはその恐れがある場合 

オ その他業務の履行に支障を及ぼす事態が発生し、またはその恐れがある場合 

 

８ 受託業務にかかる費用負担 

人件費のほか燃料費、光熱水費、電話料金等の通信運搬費、複合機等事務機器のリース費用、夜

間金庫使用料、損害賠償責任保険（物損）、機械警備（防犯カメラ含む）委託料及び日常的な施設の

修繕費用といった業務の履行に必要な経費は受注者の負担とする。 

なお、損害賠償責任保険（物損）、機械警備は受注者が契約すること。 

 

９ 業務実施報告書等の提出 

⑴ 実施計画 

広島市委託契約約款（長期継続契約用）第６条に定める委託業務実施計画書は毎月の計画書と

し、受注者は、業務を実施するにあたって、事前に駐車駐輪指導及び撤去運搬に関する計画書を

作成し、発注者の承認を受けるものとする。なお、当該計画書は、発注者が前月中旬までに作成

し、受注者に提示する放置自転車等の撤去スケジュールに沿って作成することとするが、令和６

年４月分の実施計画は契約締結後、直ちに受注者に指示するものとする。 

⑵ 業務実施報告 

受注者は、業務の実施状況等について、翌月１０日（３月分については３月３１日）までに月

次報告書（駐車駐輪指導業務の報告書は別紙様式を参考）を提出すること。 

⑶ 事業報告書等の提出 

受注者は、毎年度４月に、また最終年度は委託期間終了後１０日以内に、発注者に対して業務

実施報告書及び決算書を提出し、発注者の承認を受けなければならない。 

 

10 職員研修 

 ⑴ 受注者は業務の従事者に業務内容、接遇及び消防訓練等の研修を実施すること。 

⑵ 受注者は個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律及び広島市個人情報の保護に

関する法律施行条例を遵守するよう、職員に周知・徹底を図ること。 

 

11 遵守事項 

⑴ 条例に規定する事項 

⑵ 広島市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則（昭和６１年広島市規則第１１号）に規定

する事項 

⑶ 広島市違法駐車等の防止に関する条例に規定する事項 

⑷ 広島市違法駐車等の防止に関する条例施行規則（平成６年広島市規則第１４号）に規定する事

項 

⑸ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び広島市個人情報の保護に関する

法律施行条例（令和５年広島市条例４号）の規定に基づき、個人情報の保護を徹底すること。ま

た、個人情報を取り扱うに当たっては、広島市長の保有する個人情報の適正な管理のための措置

に関する要綱及び広島市情報セキュリティポリシーに準じた措置を講じること。なお、本契約終

了後も同様とする。 

⑹ 発注者が業務に関し特に指示した事項 

⑺ 発注者が貸与した物品を業務以外に使用しないこと。 
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⑻ 施設の性質を改変しないこと。ただし、発注者の承認を受けたときは、この限りでない。 

⑼ 契約締結後、速やかに領収印の印影の提出をすること。 

 

12 留意事項 

 ⑴ 受注者は、法令及び当該契約事項を遵守し、交通安全に配慮の上、誠実に業務を遂行するこ

と。 

 ⑵ 受注者は、市民の信用を失墜するような行為を行わないこと。 

 ⑶ 発注者は受注者の職員で業務の処理及び管理につき著しく不適当であると認められるものがあ

るときは、受注者に対し、職員の交代等の必要な措置を採ることを求めることができる。この場

合において、受注者は、直ちに当該請求に係る事項についての措置を決め、発注者に通知しなけ

ればならない。 

 ⑷ 受注者は、駐車駐輪指導員を標準人員以上に配置するものとし、うち１名を主任指導員とする

こと。なお、主任指導員は、業務を円滑かつ適正に遂行できるよう、関係法令及び実施計画等に

習熟している者を配置すること。また、本業務と同様の交通指導等業務を１年以上経験している

者を配置するか、常に他の指導員と連絡が取れる体制の整備に努めることとし、発注者に通知す

ること。 

⑸ ⑷の主任指導員は、携帯電話等を携帯し、発注者が別に委託する係員及びその他関係機関と密

に連絡を取り合って業務を遂行すること。 

⑹ 駐車駐輪指導員は、業務中の移動の際は、徒歩又は公共交通機関を利用すること。ただし、対

象区域間を移動する際に駐輪場を利用できる場合は自転車等の利用を認めるものとする。 

⑺ 受注者は、業務従事中は各業務において統一した制服を着用し、身分証明書を携行すること。

なお、駐車駐輪指導員と撤去運搬係員は発注者が交付した身分証明書を携行すること。 

⑻ 受注者は、自動車運転者及び自転車等利用者等との間で無用な摩擦の生じることのないよう業

務中は丁寧な応対に努め、粗暴な言葉遣いや態度で相手に不快感を与えてトラブルを起こさない

よう細心の注意を払うこと。 

 ⑼ 受注者は、管理責任者１名を定め保管所に配置するとともに、発注者に通知すること。管理責

任者は発注者との緊密な連携を図るとともに管理運営が適正に行われているか適宜、点検し正確

な在庫管理を徹底すること。 

⑽ 受注者は、⑼の管理責任者とは別に、業務責任者を定め、定期的に保管所を巡回し業務実施状

況を点検の上、発注者に結果を報告すること。 

⑾ 業務の実施に当たり、受注者は、自転車等は丁寧に取り扱うこととし、積込、運搬、荷下ろし

作業中、保管及び移動の際は接触等により自転車等が損傷することのないよう十分に注意を払う

こと。 

⑿ 受注者は、警察官の職権職務を侵すような行為又は当該行為と紛らわしい行為をしないこと。 

⒀ 業務の実施に当たり、警察等の許認可を要する場合は、受注者において対応すること。 

⒁ 業務中において事故、もしくは重大なトラブルが発生した場合等は、受注者は速やかに発注者

に報告し、その指示を受けるものとする。 

 

13 損害賠償 

⑴ 受注者は、自己の責めに帰すべき理由により、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担に

おいて、その損害を賠償しなければならない。 

⑵ 受注者は、自己の責めに帰すべき理由により、発注者が貸与した物品の全部又は一部が滅失、

損傷又は亡失したとき及び保管所の全部又は一部が損傷したときは、受注者はこれを原状に復

し、又はその損害を賠償しなければならない。 
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14 その他 

⑴ 採択された提案書の内容に沿って業務を行うこととし、逸脱したものであってはならない。 

⑵ 本業務を一括して第三者に委託してはならない。 

⑶ 受注者は、その従事者の給与、安全衛生、福利厚生等の人事管理について、一切の責任を負う

こと。 

⑷ 受注者は、業務中に犯罪が発生した場合、又は発生する危険性がある場合は、速やかに警察に

連絡するなど、組織的に解決に向けて対応すること。また、発注者に、対応に係る進ちょく状況

及び今後の防止策などの対策を速やかに報告すること。 

⑸ 鍵等は、厳重に保管すること。紛失した場合は、直ちに（紛失が判明した日。休日において

は、翌開庁日）発注者へ連絡するとともに、鍵等の付替えを速やかに行うこと。 

なお、預託された鍵等を紛失したことを知ったにもかかわらず、発注者への連絡を怠ったとき

は、理由の如何を問わず発注者の契約解除に一切の抗弁ができないものとする。 

⑹ 業務により発生した廃棄物については、法令に従い適切に処分すること。 

⑺ 発注者においてシステムを変更する場合、受注者は、運用変更がある場合にも誠実に協力する

こと。 

⑻ その他この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、発注者と受注者で協議

の上、定めるものとする。 

 


